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有
機
フ
ッ
素
化
合
物
（
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
）
汚
染
か
ら
健
康
を
守
る
施
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

東
京
の
多
摩
地
域
の
住
民
六
百
五
十
人
の
血
液
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
と
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
を
あ
わ
せ
た
血
中
濃
度
の

平
均
値
は
十
四
・
六
ナ
ノ
グ
ラ
ム
／
ｍ
Ｌ
で
、
国
が
一
昨
年
、
全
国
で
行
っ
た
調
査
の
平
均
値
の
お
よ
そ
二
・
四
倍
の
血
中
濃

度
が
検
出
さ
れ
た
。
過
半
数
の
三
百
三
十
五
人
が
健
康
被
害
が
懸
念
さ
れ
る
と
す
る
米
国
ア
カ
デ
ミ
ー
の
指
針
値
（
Ｐ
Ｆ
Ｏ

Ｓ
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
）
な
ど
七
種
の
合
計
値
が
二
十
ナ
ノ
グ
ラ
ム
／
ｍ
Ｌ
）
を
超
え
て
い
る
。 

 

東
京
の
多
摩
地
域
だ
け
で
な
く
、
沖
縄
、
摂
津
市
な
ど
全
国
各
地
で
深
刻
な
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
汚
染
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

国
と
し
て
、
健
康
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
国
内
の
集
団
で
の
疫
学
研
究
、
大
規
模
な
健
康
調
査
が
必
要
で
は
な
い
か
。
ま

た
、
国
と
し
て
血
中
濃
度
の
基
準
を
つ
く
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

二 

東
京
都
は
有
機
フ
ッ
素
化
合
物
（
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
）
の
検
出
が
多
い
井
戸
か
ら
の
取
水
を
停
止
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
対
策
に

よ
り
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
等
の
血
中
濃
度
が
下
が
っ
て
い
く
か
ど
う
か
の
、
バ
イ
オ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
必
要
で
は
な
い

か
。 

三 

暴
露
源
と
し
て
水
道
水
が
主
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
水
道
水
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
で
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
等
の
検



 

２ 

 

出
値
が
高
く
な
い
地
域
で
も
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
等
の
血
中
濃
度
が
高
か
っ
た
も
の
も
あ
り
、
食
品
、
土
壌
な
ど
に
よ

る
暴
露
に
つ
い
て
の
調
査
も
必
要
で
は
な
い
か
。 

四 

日
本
で
は
、
水
道
水
に
つ
い
て
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
の
合
計
で
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
五
十
ナ
ノ
グ
ラ
ム
以
下
と
い
う

暫
定
目
標
値
を
設
定
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
Ｅ
Ｐ
Ａ
（
環
境
保
護
庁
）
が
発
表
し
た
規
制
値
案
は
、
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
、
Ｐ
Ｆ
Ｏ

Ａ
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
四
ナ
ノ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
水
質
基
準
逐
次
改
正
検
討
会
で
検
討
さ

れ
て
い
る
が
、
徹
底
し
た
「
予
防
原
則
」
に
た
っ
て
早
急
に
、
規
制
値
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
い
つ
頃
ま

で
に
決
め
る
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
の
期
間
、
暫
定
目
標
値
を
ア
メ
リ
カ
の
Ｅ
Ｐ
Ａ
（
環
境
保
護
庁
）
の
規
制
値
案
を
参

考
に
改
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

五 

排
出
源
の
特
定
の
調
査
、
汚
染
源
の
除
去
に
向
け
て
ど
う
考
え
て
い
る
か
。
国
が
主
体
的
に
乗
り
出
す
べ
き
で
は
な
い 

か
。 

六 

多
摩
地
域
の
水
汚
染
に
つ
い
て
は
、
米
軍
横
田
基
地
が
中
心
的
な
汚
染
源
の
一
つ
だ
と
専
門
家
ら
が
指
摘
し
て
い
る
。 

 
 

環
境
補
足
協
定
に
つ
い
て
、
林
外
務
大
臣
は
、
「
米
側
か
ら
通
報
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
日
本
側
と
し
て
、
米
軍
施

設
・
区
域
に
源
を
発
す
る
環
境
汚
染
が
発
生
し
地
域
社
会
の
福
祉
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
信
ず
る
合
理
的
理
由
の
あ
る
場



 

３ 

 

合
に
は
、
別
途
、
既
存
の
日
米
合
同
委
員
会
合
意
に
従
っ
て
米
側
に
調
査
要
請
や
立
入
り
許
可
申
請
等
を
行
う
こ
と
が
可
能

で
ご
ざ
い
ま
す
」
（
参
議
院
政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖
縄
・
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
二
〇
二
三
年
三
月
十
六
日
）

と
答
弁
し
て
い
る
。 

 
 

多
摩
地
域
の
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
水
汚
染
は
、
「
米
軍
施
設
・
区
域
に
源
を
発
す
る
環
境
汚
染
が
発
生
し
地
域
社
会
の
福
祉
に
影
響

を
与
え
て
い
る
と
信
ず
る
合
理
的
理
由
の
あ
る
場
合
」
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
。
す
み
や
か
に
、
米
側
に
申
請
し
、
立
ち

入
り
調
査
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


